
港区の「区民交通傷害保険」ご加入のおすすめ 

令和８年４月１日からの「区民交通傷害保険」の募集についてご案内します。 

この機会にぜひ加入をご検討ください。内容についてはリーフレットをご覧い 

ただき、ご不明な点は下記の港区窓口もしくは損保ジャパンまでお気軽にお 

問い合わせください。 

 

ご加入のお手続き 

申 込 期 間 令和８年２月２日から３月３１日まで 
 

 

申 込 資 格 保険開始時点で港区にご住所のある方および在勤・在学者 

保 険 期 間 令和８年４月１日（午前０時）から令和９年３月３１日（午後１２時）まで１年間 
※ただし中途加入は、お申込みの翌月１日から令和９年３月３１日まで 

申 込 方 法 ◆個人加入 
１.「個人用加入申込書」は、区内の金融機関（銀行・ゆうちょ銀行・信用金庫・信用組合）、

または郵便局各窓口でご請求ください。             
 ２.WEBでお手続きができます。                    

お申込みをご希望の方は、WEB専用サイトへアクセスし、 
お申込みください。 
https://dantai.sompo-japan.co.jp/lp/minatoku/ 
※詳しくはリーフレットをご覧ください。                   

◆団体加入 
  町会・自治会等１０人以上で加入する場合 
 「団体加入申込書」は、町会・自治会等の担当役員にご請求ください。 
 ※団体加入を実施していない町会・自治会等の場合は、個人加入をしてください。  

保 険 料 
保 険 金 額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※中途加入は、保険開始日により保険料が異なります。専用サイトに表示される保険料をご確認ください。 

※全コースに被害事故補償（最高保険金額６００万円）を自動セットします。 

※自転車を利用する場合は「自転車賠償責任プラン」がセットされたコース 
（ＸＪ・ＡＪ・ＢＪ・ＣＪコース）へのご加入をおすすめします。 

※対象となる事故等の詳細は、リーフレットをご覧ください。 

コース 補償内容 （参考）年額保険料 最高保険金額 

ＸＪ 
区民交通傷害Ｘコース 

＋自転車賠償責任プラン 
１，５００円 

３５万円（交通傷害） 

＋１億円（自転車賠償） 

ＡＪ 
区民交通傷害Ａコース 

＋自転車賠償責任プラン 
２，２００円 

１５０万円（交通傷害） 

＋１億円（自転車賠償） 

ＢＪ 
区民交通傷害Ｂコース 

＋自転車賠償責任プラン 
３，０００円 

３５０万円（交通傷害） 

＋１億円（自転車賠償） 

ＣＪ 
区民交通傷害Ｃコース 

＋自転車賠償責任プラン 
４，３００円 

６００万円（交通傷害） 

＋１億円（自転車賠償） 

Ａ 区民交通傷害Ａコース １，２００円 １５０万円（交通傷害） 

Ｂ 区民交通傷害Ｂコース ２，０００円 ３５０万円（交通傷害） 

Ｃ 区民交通傷害Ｃコース ３，３００円 ６００万円（交通傷害） 

本チラシは、概要のご説明です。詳細につきましては、お問い合わせ先までご照会ください。 

【お問い合わせ先】 

芝    地   区  〒１０５－８５１１  港区芝公園１－５－２５  （電話０３－３５７８－３１２３） 

麻  布  地  区  〒１０６－８５１５  港区六本木５－１６－４５ （電話０３－５１１４－８８０２） 

赤  坂  地  区  〒１０７－８５１６  港区赤坂４－１８－１３  （電話０３－５４１３－７２７２） 

高  輪  地  区  〒１０８－８５８１  港区高輪１－１６－２５  （電話０３－５４２１－７６２１） 

芝 浦 港 南 地 区  〒１０５－８５１６  港区芝浦１－１６－１   （電話０３－６４００－００３１） 

平日午前８時３０分から午後５時まで 

〔引受保険会社〕 

損害保険ジャパン株式会社 公務文教営業部東京公務課 

〒１６０－８３３８ 新宿区西新宿１－２６－１（電話０３－３３４９－９６６６） 

                      平日午前９時から午後５時まで 

SJ25-12366（令和 8 年 1 月 6日作成） 

※金融機関・WEB 専用サイトで受け付けています。ただし、WEB 専用サイトは 2 月 1 日(日)から受け付けます。 

※WEB 専用サイトでは令和 8年 4 月 1 日(水)から令和 9 年 1 月 31 日(日)まで中途加入の申込みが可能です。 

スマートフォン・ 

タブレットから 


